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仙台 塩釜港 、仙台 区　区画漁業権参 考図

第二管区海上保安本部海洋情報 部  令和 6年3月作成

0 1 2 3 40.5 km出所：海図 W79、宮城 海区漁業計画（宮城 県告 示第四 百十号 　令和 五 年五 月三十日）

この参 考図 は、区画漁業権区域 を示すも のです。

航海計画を検討する際は、海図 をご使用ください。

漁業の時期 ：9月1日から翌年5月31日まで

存続期 間：令和 5年9月1日から令和 10年3月31日まで

航泊禁止区域

区画漁業権区域


